
獣
医
療
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

獣
医
療
法
施
行
規
則
（
平
成
四
年
農
林
水
産
省
令
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
（
以
下
「
傍
線
部
分
」
と
い
う
。）で
こ
れ
に
対

応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄

に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加

え
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の

は
、
こ
れ
を
削
る
。改

正

後

改

正

前

（
広
告
制
限
の
特
例
）

（
広
告
制
限
の
特
例
）

第
二
十
四
条

法
第
十
七
条
第
二
項
前
段
の
農
林
水

産
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
二
十
四
条

法
第
十
七
条
第
二
項
前
段
の
農
林
水

産
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

農
林
水
産
大
臣
の
指
定
す
る
者
が
行
う
獣
医

師
の
専
門
性
に
関
す
る
認
定
を
受
け
て
い
る
こ

と
。

（
新
設
）

三

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
に
基
づ
く
承
認
若
し

く
は
認
証
を
受
け
た
医
薬
品
、
医
療
機
器
（
医

薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す

る
医
療
機
器
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。）

又
は
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
条
第
九
項
に

規
定
す
る
再
生
医
療
等
製
品
で
あ
っ
て
、
専
ら

動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ

れ
て
い
る
も
の
を
用
い
る
検
査
、
手
術
そ
の
他

の
治
療
を
行
う
こ
と
。

（
新
設
）

四

医
療
機
器
を
所
有
し
て
い
る
こ
と
。

二

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
条
第
四
項
に
規

定
す
る
医
療
機
器
を
所
有
し
て
い
る
こ
と
。

五
〜
七

（
略
）

三
〜
五

（
略
）

八

医
薬
品
で
あ
っ
て
、
専
ら
動
物
の
た
め
に
使

用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に

よ
る
寄
生
虫
病
の
予
防
措
置
を
行
う
こ
と
。

六

医
薬
品
で
あ
っ
て
、
動
物
の
た
め
に
使
用
さ

れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
よ
る

犬
糸
状
虫
症
の
予
防
措
置
を
行
う
こ
と
。

九

（
略
）

七

（
略
）

２

法
第
十
七
条
第
二
項
後
段
の
農
林
水
産
省
令
で

定
め
る
制
限
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

法
第
十
七
条
第
二
項
後
段
の
農
林
水
産
省
令
で

定
め
る
制
限
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

前
項
第
三
号
及
び
第
四
号
並
び
に
第
六
号
か

ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
広
告
す
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
制
限

一

前
項
第
二
号
及
び
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で

に
掲
げ
る
事
項
を
広
告
す
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
提
供
さ
れ
る
獣
医
療
の
内
容
が
他
の
獣
医

師
又
は
診
療
施
設
と
比
較
し
て
優
良
で
あ
る
旨

を
広
告
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

イ

提
供
さ
れ
る
獣
医
療
の
内
容
が
他
の
獣
医

師
又
は
診
療
施
設
と
比
較
し
て
優
良
で
あ
る

旨
を
広
告
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

ロ

提
供
さ
れ
る
獣
医
療
の
内
容
に
関
し
て
誇

大
な
広
告
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

ハ

問
い
合
わ
せ
先
、
通
常
必
要
と
さ
れ
る
診

療
内
容
並
び
に
診
療
に
係
る
主
な
リ
ス
ク
、

副
作
用
及
び
費
用
を
併
記
し
な
け
れ
ば
広
告

し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

二

前
項
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
（
狂
犬
病
予
防

注
射
に
関
す
る
事
項
に
限
る
。）を
広
告
す
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
狂
犬
病
予
防
法
（
昭
和
二
十

五
年
法
律
第
二
百
四
十
七
号
）
第
四
条
に
規
定

す
る
犬
の
登
録
及
び
鑑
札
並
び
に
同
法
第
五
条

に
規
定
す
る
予
防
注
射
及
び
注
射
済
票
に
関
す

る
説
明
を
併
記
し
な
け
れ
ば
広
告
し
て
は
な
ら

な
い
こ
と
。

二

前
項
第
二
号
及
び
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で

に
掲
げ
る
事
項
を
広
告
す
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
提
供
さ
れ
る
獣
医
療
の
内
容
に
関
し
て
誇

大
な
広
告
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

十

動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
四
十
八
年
法
律
第
百
五
号
）
第
三
十
九
条
の

二
に
規
定
す
る
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
の
装
着
を
行

う
こ
と
。

（
新
設
）

十
一

獣
医
師
の
役
職
及
び
略
歴
に
関
す
る
こ

と
。

（
新
設
）

十
二

（
略
）

八

（
略
）

十
三

家
畜
伝
染
病
予
防
法
第
二
条
の
三
第
四
項

に
規
定
す
る
家
畜
の
伝
染
性
疾
病
の
発
生
の
予

防
の
た
め
の
自
主
的
措
置
を
実
施
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
団
体
か
ら
当
該
措
置

に
係
る
診
療
を
行
う
こ
と
に
つ
き
委
託
を
受
け

て
い
る
こ
と
。

九

家
畜
伝
染
病
予
防
法
第
二
条
の
三
第
四
項
に

規
定
す
る
家
畜
の
伝
染
性
疾
病
の
発
生
の
予
防

の
た
め
の
自
主
的
措
置
を
実
施
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
一
般
社
団
法
人
又
は
一

般
財
団
法
人
か
ら
当
該
措
置
に
係
る
診
療
を
行

う
こ
と
に
つ
き
委
託
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

十
四
・
十
五

（
略
）

十
・
十
一

（
略
）

十
六

愛
玩
動
物
看
護
師
（
愛
玩
動
物
看
護
師
法

（
令
和
元
年
法
律
第
五
十
号
）
第
二
条
第
二
項

に
規
定
す
る
愛
玩
動
物
看
護
師
を
い
う
。）の
勤

務
す
る
診
療
施
設
で
あ
る
こ
と
。

（
新
設
）

十
七

（
略
）

十
二

（
略
）

令和年月日 金曜日 第号官 報
〇
農
林
水
産
省
令
第
五
十
二
号

獣
医
療
法
（
平
成
四
年
法
律
第
四
十
六
号
）
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、

獣
医
療
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
十
月
十
三
日

農
林
水
産
大
臣

宮
下

一
郎





三

前
項
第
十
号
に
掲
げ
る
事
項
を
広
告
す
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関

す
る
法
律
第
三
十
九
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す

る
登
録
に
関
す
る
説
明
を
併
記
し
な
け
れ
ば
広

告
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

三

前
項
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
事

項
を
広
告
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
提
供
さ
れ

る
獣
医
療
に
要
す
る
費
用
を
併
記
し
て
は
な
ら

な
い
こ
と
。

四

農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
第
二
号
の
規
定
に

よ
り
指
定
し
た
者
が
専
門
性
に
関
す
る
認
定
を

行
う
に
つ
い
て
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

に
至
っ
た
と
き
は
、
そ
の
指
定
を
取
り
消
す
こ

と
が
で
き
る
こ
と
。

（
新
設
）

３

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
広
告
す
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
飼
育
者
が
獣
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
選

択
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
獣
医

師
又
は
診
療
施
設
の
業
務
に
つ
い
て
正
確
か
つ
適

切
な
情
報
を
提
供
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
新
設
）

附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和年月日 金曜日 第号官 報


